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中間評価の進め方 

（１） 中間評価の目的 

文京区バリアフリー基本構想では、基本構想の段階的かつ継続的な発展（スパイラルアップ）を図

るため、基本構想の目標年次の中間年度である令和２年度に基本構想の評価を行い、必要に応じて

見直しを行うこととしています。 

これに基づき、中間評価では、推進協議会を設置し、特定事業の進捗状況の整理や、区民参加による

完了事業の確認を行い、地区や事業種ごとの評価すべき点や課題点について整理します。その結果を踏

まえて、今後の基本構想の推進に関する留意点をとりまとめます。とりまとめた内容については、区民

や関係事業者に共有し、今後の事業推進に活用することで、着実なバリアフリー化の推進を図ります。 

なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により令和２年度のまち歩きワークショップの実施が

困難となったため、令和３年度にまち歩きワークショップを実施することとし、令和２年度・令和３

年度の２か年で中間評価を実施することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 中間評価とりまとめのイメージ 

（２） 検討組織や区民参加による活動等の目的と構成 

中間評価を検討するにあたり、関係する各組織や区民参加による活動の目的と構成を以下のよう

に設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 各組織における活動目的と構成  

資料２ 

推進協議会 

特定事業等の進捗状況や区民意見

を踏まえ、基本構想の評価について

協議する。 

学識経験者・高齢者・障害者・ 

その他区民・施設管理者・ 

事業者・行政関係者等 

まち歩き 

ワークショップ等 

特定事業等の完了箇所を中心に現

地確認を行い、バリアフリー上の具

体的な課題を把握する。 

協議会検討内容に関する事前調整

や、庁内で連携して取組む施策につ

いて協議する。 

推進委員会 

都市・観光・福祉・教育系の 

庁内担当所管 

高齢者・障害者等（希望者） 

視察施設の管理者（現地協力） 

中 間 評 価 

 

・基本構想の評価すべき点と今後の課題の整理 

・今後の基本構想推進に向けた留意点のとりまとめ 

※ 協議会を中心に検討 

特定事業の進捗状況報告 
必要に応じて 

地区別計画の 

一部見直し 

協議会での意見交換 
まち歩き 

ワークショップ等に 

よる完了事業の確認 

短期実施予定事業の 

進捗状況把握 
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（３） 中間評価の想定スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中間評価のとりまとめ 公表 
 

まち歩き 

ワークショップ 

（希望者のみ） 

 

協議会① 

協議会② 

・中間評価の進め方 

・まち歩きワークショップ

等の進め方について 

・中間評価（案）の検討 

・まち歩き等実施報告 

・今後の進め方 

委員会① 

・完了事業箇所の点検

及び意見交換 

（3回程度実施予定） 

10月 27日 

12月 

委員会② 

特
定
事
業
等
の
進
捗
状
況
の 

確
認
・
報
告 

５月中旬 

12月中旬 

10月下旬 

※書面開催 

完
了
事
業
の
確
認 

（
事
務
局
・
各
自
確
認
） 

 

意
見 

照
会 

 


